
 

伊 賀 市 障 が い 者 就 労 施 設 等 優 先 調 達 方 針  

 

こ の 方 針 は 、国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進

等 に 関 す る 法 律（ 平 成 24 年 法 律 第 50 号 。以 下「 法 」と い う 。）に 基 づ

き 、伊 賀 市 の 物 品 及 び 役 務 の 調 達 等 に 関 し 、障 が い 者 就 労 施 設 等 の 受 注

の 機 会 を 確 保 す る た め に 必 要 な 事 項 等 を 定 め る こ と に よ り 、障 が い 者 就

労 施 設 等 が 供 給 す る 物 品 及 び 役 務 に 対 す る 需 要 の 拡 大 を 図 り 、も っ て 障

が い 者 就 労 施 設 で 就 労 す る 障 が い 者 の 自 立 の 促 進 に 資 す る こ と を 目 的

と す る 。  

 

１ ．障 が い 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 な 考

え 方  

（ １ ）  調 達 推 進 の 背 景 及 び 意 義  

障 が い の あ る 方 が 自 立 し た 生 活 を 送 る た め に は 、 就 労 に よ っ て 経 済

的 な 基 盤 を 確 立 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

そ の た め に は 、 障 が い 者 雇 用 を 支 援 す る た め の 積 極 的 な 対 策 を 図 っ

て い く こ と も 重 要 で あ る が 、 加 え て 、 障 が い 者 が 就 労 す る 施 設 等 の 仕

事 を 確 保 し 、 そ の 経 営 基 盤 を 強 化 す る 取 り 組 み も 求 め ら れ て い る 。  

こ の よ う な 観 点 か ら 、 障 が い 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 を 推

進 し 、 需 要 の 拡 大 を 図 る た め の 方 針 を 作 成 す る 。  

（ ２ ）  調 達 推 進 の 基 本 的 な 考 え 方  

法 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、毎 年 度 、物 品 及 び 役 務 の 調 達 に 関 し 、当 該

年 度 の 予 算 及 び 事 務 又 は 事 業 の 予 定 等 を 勘 案 し て 、 調 達 の 推 進 を 図 る

た め の 調 達 方 針 を 公 表 す る 。各 部 署 は 、当 該 調 達 方 針 に 基 づ き 、当 該 年

度 に お け る 物 品 等 の 調 達 を 行 う こ と と し 、 会 計 年 度 の 終 了 後 、 遅 滞 無

く 調 達 の 実 績 の 概 要 を 取 り ま と め 、 公 表 す る も の と す る 。  

 

２ ．優 先 的 に 障 が い 者 就 労 施 設 等 か ら 調 達 す べ き 物 品 等 の 種 類 及 び 方 法  

障 が い 福 祉 課 は 、 障 が い 者 就 労 施 設 等 へ の 物 品 等 の 発 注 に 関 し て 、

障 が い 者 就 労 施 設 等 が 提 供 す る こ と が で き る 物 品 及 び 役 務 を 確 認 の う

え 、庁 内 各 部 署 へ 障 が い 福 祉 課 公 開 キ ャ ビ ネ ッ ト を 通 じ て 情 報 提 供 し 、

可 能 な 限 り 全 て の 部 署 が 障 が い 者 就 労 施 設 等 へ の 発 注 に 努 め る も の と

す る 。  

生 産 能 力 や 納 期 の 関 係 で 単 独 の 事 業 所 で は 需 要 に 応 じ る こ と が で き

な い 場 合 は 、 共 同 受 注 窓 口 等 を 活 用 す る も の と す る 。  

優 先 的 に 調 達 す る 品 目 、役 務 及 び 調 達 目 標 額 は 別 に 定 め る 。ま た 、障

が い 者 就 労 施 設 等 の 物 品 の 開 発 、 充 実 等 に 応 じ て 適 宜 見 直 し を 行 っ て

い く も の と す る 。  

 



３ ． そ の 他  

（ １ ） 調 達 の 推 進 体 制 の 在 り 方 及 び 調 達 方 針 の 適 用 範 囲  

調 達 の 実 績 は 、障 が い 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 実 績 調 査 票

に よ り 半 期 ご と に 各 部 署 か ら 障 が い 福 祉 課 へ 報 告 す る も の と す る 。  

（ ２ ）こ の 調 達 方 針 の 担 当 窓 口 は 、健 康 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 と す る 。た

だ し 、 公 契 約 に 関 す る 窓 口 は 発 注 管 理 課 又 は 契 約 監 理 課 と す る 。  

（ ３ ） 物 品 及 び 役 務 の 契 約 に あ た っ て は 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22

年 政 令 第 16 号 ）及 び 伊 賀 市 随 意 契 約 ガ イ ド ラ イ ン（ 平 成 28 年 ４ 月 ）

の 規 定 に よ る 随 意 契 約 方 式 を 活 用 す る 。  

 

附  則  こ の 方 針 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 1 日 か ら 運 用 す る 。  

    こ の 方 針 は 、 令 和 ８ 年 ２ 月 10 日 か ら 運 用 す る 。  


